
令和４年 第１０回弟子屈町定例教育委員会会議録 

 

１ 日時：令和４年１０月２６日（水）午前９時３０分から午前１０時１５分まで 

２ 会場：弟子屈町立川湯小学校音楽室 

３ 出席委員 

   岩原教育長、金井教育長職務代理者、菅原委員、吉田委員 

  欠席委員 

宮田委員 

出席事務局 

   山口管理課長、中村管理課長補佐、武田指導室長、藤森社会教育課長、坪井給食セン

ター副所長 

  欠席事務局 

   渋田社会教育課長補佐、杉崎公民館副館長、小見山図書館副館長 

４ 会議録署名委員：吉田委員 

  前回署名：菅原委員 

５ 傍聴人 なし 
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議案第２７号 

 

 

 

 

 

 

会議録署名委員の指名について 

会期の決定について 

教育長行政報告について  

弟子屈町教育委員会教育長の職務代理者の指名について 

町立学校の教育職員に係る時間外在校等時間の状況について 

非常勤特別職の委嘱について 

 

 



会議内容 

 

【開 会】 

山口課長 ：ただ今より、令和４年第１０回定例教育委員会を開会いたします。 

開会にあたり、岩原教育長よりごあいさつ申し上げます。 

 

岩原教育長：おはようございます。 

      本日は、お忙しいところご出席いただき大変ありがとうございます。 

      本日はご案内のとおり、川湯小学校を会場に移動教育委員会の開催となってお

ります。 

      終了後、授業参観や地域の方々との懇談会を予定しておりますので、よろしく

お願いいたします。 

      なお、本日の会議は宮田委員から「都合により欠席する」旨の連絡がありまし

たので、よろしくお願いいたします。 

それでは只今から、令和４年第１０回定例教育委員会を開会いたします。 

       

岩原教育長：日程１、会議録署名委員の指名につきましては、吉田委員にお願いしたいと思

います。 

      前回の定例教育委員会での会議録の署名につきましては、菅原委員にお願いし

ておりましたが、よろしいでしょうか？ 

各委員  ：はい。 

岩原教育長：それでは、そのように取り計らいたいと思います。 

 

岩原教育長：日程２、会期の決定ですが、会期につきましては、本日１日限りと致したいと

思いますが、これにご異議ございませんか？ 

各委員  ：ありません。 

岩原教育長：異議なしということで、会期は、本日１日限りと致します。 

 

岩原教育長：日程３、教育長行政報告につきましては、私の方から説明致しますので、お手

元の資料を見て頂きたいと思います。 

 

【行政報告件名】 

9月 27日（火） 第 9回定例教育委員会 

9月 28日（水） 美留和小学校マラソン記録会 

9月 29日（木） 第 73回総合文化祭展示（～10/2） 

釧路教育局義務教育指導監による学校訪問 

9月 30日（金） 教育大釧路校新入生研修（和小、美小、川小） 

秋の交通安全旗の波街頭啓発 

教育委員会連絡会議 

10月 1日（土） 子どもクラブ釣り体験 

職員パークゴルフ大会 



釧路公立大野球部と弟高野球部の合同練習 

10月 2日（日） 第 27回イチャルパ（先祖供養祭） 

        てしかが国際交流会トークシリーズ 

        アイヌ民族資料館「ウポポイ」パネル展最終日（9/20～10/2） 

10月 3日（月） 弟小温泉暖房導入設計業務プロポーザル選考委員会 

        表敬訪問（大会出場挨拶） 

        ・東北・北海道フィギュアスケート選手権大会 

弟子屈小学校 6年生学年閉鎖（～8日） 

10月 4日（火） 第 7回連携校長会議 

弟子屈小学校 4年生学年閉鎖（～8日） 

弟子屈中学校 2年生学年閉鎖（～8日） 

10月 5日（水） 特別支援教育総合推進事業 

釧路管内教育長会議 

令和 5年度の教職員人事推進会議 

管内教委連教育長部会義 

公民館ロビー展「木綿美キルト展～37年のあゆみ」（～10/30） 

10月 6日（木） 中心市街地再構築公募型プロポーザル事前審査打合せ 

        令和 4年度学校教育研究大会浜中大会 

10月 7日（金） 令和 5年度の教職員人事学校長協議 

        美留和小学校学校運営協議会 

        幼小連携・接続担当者研修 

        アイヌ政策推進交付金地域説明会 

10月 9日（日） 弟子屈高校強歩遠足 

道東地区古希野球大会 

        道警ふれあいコンサート in弟子屈 

10月 10日（月）中心市街地再構築公募型プロポーザル事前審査 

        ふれあい祭り 2022 

        教育支援面談 

10月 11日（火）金井教育委員再任辞令交付 

山内社会教育委員永年勤続功労表彰伝達 

令和 5年度の教職員人事学校長協議 

川湯地区学校運営協議会 

10月 12日（水） 生きがい講座弟子屈学級施設見学 

生き活きしらぬか日帰り温泉事業歓迎挨拶 

和琴小学校学校運営協議会 

10月 13日（木） 生きがい講座弟子屈学級施設見学 

全道スポーツ推進委員研究協議会 

        教職員定数加配ヒアリング 

        特認校説明会 

10月 14日（金） 生きがい講座弟子屈学級施設見学 

北海道社会教育研究大会 



中心市街地再構築公募型プロポーザル選考委員会 

10月 15日（土） 公民館講座「釧路川源流カヌー体験」 

        美留和小学校学芸会 

10月 17日（月） 社会貢献感謝状贈呈（沢田建設） 

釧路教育局義務教育指導監による学校訪問 

10月 18日（火） 第 7回連携教頭会議 

10月 19日（水） 道教委連教育長部会研修会 

10月 20日（木） 第 44回北海道公民館大会（～21日） 

特別支援教育研修会及び第 2回特別支援コーディネーター部会 

10月 21日（金） 生きがい講座川湯学級施設見学 

10月 22日（土） てしかがの魅力体験・町民モニターツアー 

         ぬいぐるみおとまり会 

10月 23日（日） 公民館講座「ストレスを溜めない方法」 

10月 24日（月） 酒井厚岸町教育長退任挨拶 

         高等学校入学者選抜に関する説明会 

         ゆたかな教育を求める全道キャラバン対応 

10月 25日（火） 会計年度任用職員への辞令交付 

10月 26日（水） 第 10回定例（移動）教育委員会 

 

教育長日記 2件掲載 

 

 

岩原教育長：以上で、行政報告について終わらせて頂きます。 

      何か、ご意見や、質疑がありましたら、お聞かせ願いたいと思います。 

なければ、後でもよろしいですので次に進めさせていただきます。 

 

岩原教育長：日程４、報告第１１号「弟子屈町教育委員会教育長の職務代理者の指名につい

て」を議題といたします。 

このことにつきましては、私の方から説明させていただきます。 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１３条第２項の規定により、

「教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名

する委員がその職務を行う。」とされております。 

今回、金井委員が９月３０日をもって任期満了となりましたが、町議会から再

任の議決を得ましたので、令和４年１０月１日付にて、再度、金井委員を教育

長職務代理者に指名しましたので、その報告といたしたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

各委員  ：はい。 

岩原教育長：ありがとうございます。 

      それでは、金井教育長職務代理者からひと言ご挨拶お願いします。 

金井委員 ：また引き続き大任を仰せつかって緊張の面持ちですが、よろしくお願いいたし

ます。 



      くれぐれも病気のなさらないようにお願いいたします。 

岩原教育長：ありがとうございました。 

      引き続きよろしくお願いいたします。 

標茶町も現在は教育長が空席であって、職務代理者が務めています。 

９月いっぱいで教育長が退任してから、町長選挙の関係でまだ教育長が選ばれ

ないままとなっていますが、なかなか後任が決まらないでおり、目途も経って

いないとの事です。 

 

岩原教育長：日程５、報告第１２号「町立学校の教育職員に係る時間外在校等時間の状況に

ついて」を議題といたします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

山口課長 ：ただいま、上程のありました報告第１２号について、提案理由をご説明させて

いただきます。 

      町立学校における働き方改革につきましては、働き方改革行動計画、いわゆる

アクションプランの中で、教育職員の時間外在校時間等を、１ヶ月４５時間以

内、年間３６０時間以内との目標を設定しております。 

      今回、令和４年度の上半期分を集計しましたので、報告するものであります。 

それでは、議案書の報告第１２号のページをお開き願います。 

報告第１２号 町立学校の教育職員に係る時間外在校等時間の状況について 

以下省略させて頂きます。 

次の１ページをお開き願います。 

（１）は令和４年度の４月から９月分で、（２）が令和３年度、（３）が令和２

年度の、それぞれ１年分です。 

      詳しい説明は、省略しますが、今年度の年間 180時間超過の合計が 45.5％で、

令和３年度の年間 360 時間超過の合計の 43.1％、令和２年度の 36.7％から、

増加傾向にあります。 

      また、「月４５時間超過が３月以上」が、今年度、小学校で 22.2％、中学校で

46.9％と、昨年度や令和２年度から大きく増えております。 

      詳しい分析はしておりませんが、弟子屈中学校からは、中体連や吹奏楽コンク

ール顧問の超過が多く、やはり部活動の負担が大きな要因となっているようで

す。 

 次の２ページは、月ごとの集計結果で、大型連休のある５月や、夏休みのある

８月は、少なくなっておりますが、それ以外は決して少ない数字ではなく、今

年度はさらに増加傾向が伺えます。 

      データとしては、職員一人一人のデータも集計しておりますので、今後、働き

方改革に向けて、校長会議等で検討を進めていきたいと考えております。 

以上、簡単でありますが、報告第１２号：町立学校の教育職員に係る時間外在

校等時間の状況についての説明・報告とさせていただきますので、よろしくお

願い申し上げます。 

以上です。 



 

岩原教育長：ただいま、事務局から説明がありましたが、何か質疑がありましたらよろしく

お願いします。 

      ないようですので、よろしいでしょうか？ 

各委員  ：はい。 

岩原教育長：それでは、報告第１２号「町立学校の教育職員に係る時間外在校等時間の状況

について」を、報告済みといたします。 

 

岩原教育長：日程６、議案第２７号「非常勤特別職の委嘱について」を議題といたします。 

      こちらは、「教育委員会に関連する附属機関の構成員の人事に関すること」で

ありますので、「弟子屈町教育委員会会議規則第１５条」により、秘密会とい

たします。 

      また、現在のところ傍聴の方はいませんが、審議中に傍聴希望者が来ましても

退席していただくことにしたいと思いますが、いかがでしょうか？ 

各委員  ：はい。 

岩原教育長：それでは事務局から説明をお願いします。 

 

【非公開案件】 

 

岩原教育長：秘密会を解きます。 

      それでは、議案第２７号「非常勤特別職の委嘱について」を承認いたします。 

 

岩原教育長：これで、本日予定していた議案等は全て終了しましたが、他に協議しておきた

い事項・連絡などがありましたらお願いします。 

 

山口課長 ：いくつか資料を配布しておりますが、まずは令和４年度教育行政方針に係る進

捗状況について説明いたします。 

今年度の教育行政方針では、お手元の資料に記載のとおり、全体で１１２件の

事務事業を計画し、上半期での実施済みが９５件・84.8％などとなっておりま

す。令和３年度の実施済み割合が 73.9％、令和２年度の 67.7％から増え、中

止の割合も減ってきており、コロナ禍での様々な制約が段々解除されてきてい

るのが、わかるかと思います。 

 次のページから、それぞれ項目ごとに色分けして整理しております。 

      前段、管理課・指導室・給食センター分の事務事業について、主なものを、私

の方から説明します。 

 「Ⅰ 弟子屈町教育の計画的な振興」では、ホームページで学校行事の紹介を

控える、一部運動会は保護者限定などありますが、概ね予定通りとなっており

ます。移動教育委員会も、２年ぶりに実施となっております。 

      「Ⅱ 学校教育の充実」の「１ 信頼される学校づくりの推進」では、ホーム

ページなど、どの学校も随時更新されており、情報発信に心掛けております。

校長会議でも、岩原教育長から呼びかけを行っております。 



      「２ 学習指導の充実」では、１２番、町の学力調査が１２月実施ですが、全

体として予定通り進んでおります。なお、１６番、ＡＬＴのマイケルは来年夏

で任期満了、ケイは退任か再雇用か迷っている状況です。 

      ３番の項目では、いじめや不登校は、常に対応しておりますが、完全な課題解

決には至ってない案件もあります。２３番の日置市交流は、来年１月実施です

が、ホームステイとはならないかもしれません。 

      ４番の項目の２６番、イングリッシュキャンプは、コロナ禍の工夫、また働き

方改革の中で、玉大の晴耕塾でなく弟小でのイングリッシュトライアルとして、

実施予定です。 

      ３８番の学校危機管理マニュアルについて、１０月４日朝にＪアラートが放送

され、自宅待機など措置を取りました。平成２９年に初めて鳴った時に、各校

でマニュアルの見直しを行いまいましたが、今回、改めて、見直しが必要な場

合があれば、検討を、と考えております。 

      ４０番の通学路点検については、後ほど説明致します。 

      ５２番の入学前の就学指導について、来月健康診断を行い、知的発達状態を調

べるスクリーニング検査の結果とともに、保護者へお知らせしますが、場合に

よっては、町の福祉部局と情報交換しながら対処する予定です。 

      ５５番の高校支援の姉妹都市への修学旅行ですが、都合により関東方面へ変更

となっております。 

      ６３番、美留和小の屋根補修工事は、現場作業が終了しております。書いてお

りませんが、和琴小のグラウンド周辺の樹木伐採も終了し、現在は、弟中の屋

上防水工事を行っているところです。 

      次のページ、１３番、学校給食の中で、７０番、栄養教諭による食育推進で、

今年度、松谷さんから中野さんへ替わりましたが、これまで同様に各学校を訪

問して実施しております。 

 緑色で記載した、今後実施予定の事務・事業につきましては、コロナウィルス

感染症の状況次第で、変更・中止とせざるを得ない可能性もありますが、適切

な感染予防対策を講じながら、子どもたちの学びを保証し、安心安全な学校運

営に努めていきたいと思いますので、ご理解をお願いしまして、簡単ですが管

理課・指導室・給食センター分の報告といたします。 

 

藤森課長 ：続きまして社会教育関係です。 

      まずはご覧のとおり昨年に比べまして、コロナの影響もかなり減少していまし

て、約８割が実施済み、若しくは実施中となっております。内訳としまして、

実施済みはご覧のとおりですが、中止となっているのは１０８番の野球大会古

希道東地区選手権大会です。こちらにつきましては、雨天のため中止となって

おります。 

あと、縮小となっているのが１０３番で「各種スポーツ教室の開催」です。全

体で３競技を開催予定としていましたが、サッカーがコロナの影響で中止とな

っております。 

次に延期となっているのが９６番と１０１番です。９６番は「アイヌ文化等拠



点整備事業の詳細設計に向けた準備」ということで、アイヌ新法にかかる交付

金事業が、国との調整に時間を要していることから、現状、福祉課管轄の生活

館を先行して取り組んでいるということで、社会教育課が所管の部分につきま

しては、次年度以降の対応となっているということであります。 

そして１０１番は、「町内に点在する貴重な資料との連携、情報発信」ですが、

こちらは郷土資料館展なんですけれども、その上段の１００番の「専門職員の

配置検討」という部分で、新たに学芸員を採用するということで、ただ今、新

年度から正職員を採用するため、募集の手続きを行っているところであります。

新年度に職員が配属となった際にこの内容の業務を進めて行くということで考

えております。 

以上簡単ではありますが、社会教育課の進捗状況の説明とさせていただきます。 

 

岩原教育長：よろしいですか？ 質問などありますか？ 

各委員  ：ありません。 

山口課長 ：次に、「令和３年度通学路合同点検の対策必要箇所について」の資料をご覧く

ださい。 

      昨年９月の定例教育委員会でもお話しさせて頂きましたが、各小中学校と協議

の上、町内で３２箇所の危険個所を抽出し、昨年９月３０日に弟子屈警察署や

釧路開発建設部、町建設課、環境生活課などと協議して、要望箇所をまとめま

した。 

      その中には、歩道を付けたくても、道路用地がない場所などは、安全教育を進

めることで、工事などは、行われておりません。 

      今回は、要望した個所の実施状況について、説明いたします。 

      １番は、郵便局前の交差点では、歩行者用の信号機が２方向だけでしたが、道

警の釧路方面公安委員会の工事で、今年の２月に残りの方向にも設置されまし

た。 

      ２番目は、弟小グラウンド東側の歩道で、樹木を迂回する形で、建設課で簡易

的な歩道を設置しました。 

      ３番目の弟子屈警察署長公宅のブロックで、右の写真で、右側からの歩行者が

見えづらく、フェンスに替える予定ですが、年度末までには工事をすると伺っ

ております。 

      ４番目も、１番と同様に、９月に歩行者用信号機が設置されました。 

      ５番目は、セイコーマート美里店から鶴居村へ行く道道釧路鶴居弟子屈線の道

路のアンダーパスで、町の環境生活課で街灯を設置しました。 

      ６番目は、和琴小学校付近にある通学路の標識があまりに学校に近かったため、

釧路開発建設部が、もう少し離れたところに、旧昭栄小学校の付近にあった標

識を移設しております。次のページは位置図です。 

      ７番目は、美留和小学校付近にある標識で、同様に移設していただきました。 

      ８番目は、川湯小学校の入り口ですが、横断歩道が右側にありますが、学校敷

地の歩道は左側ということで、本来であれば信号機と横断歩道を左側に移して

もらえればよいのですが、さすがにそこまではできないということで、入り口



に横断歩道を設置しました。下の写真の右側の方も、舗装工事を行います。 

      ９番目の高台交差点では、１方向だけ歩行者用信号機がなく、設置をお願いし

ましたが、見送りとなっております。 

      １０番目は、鈴蘭の国道交差点で、歩行者と車両の分離式信号機を要望しまし

たが、交通量の基準から見送られております。なお、この交差点には、以前か

ら交通指導員を配置し、見守りをしております。 

 以上、通学路点検の実施状況について、ご説明しましたが、今後も学校関係者

と常に情報交換しながら、新たな危険個所があった場合には、警察や道路管理

者とも話をしていきたいと考えております。 

 

 

岩原教育長：よろしいですか？ 

各委員  ：はい。 

 

岩原教育長：休憩します。 

 

岩原教育長：再開します。 

最後に、次回以降の会議日程につきまして確認します。 

      次回の「第１１回定例教育委員会」の開催日程につきましては、前回の会議で、

１１月２９日（火）ということで、ご案内しておりましたが、今年度の総合教

育会議の日程が１１月２２日（火）となりましたので、定例教育委員会の日程

についても同日の２２日（火）に変更したいと思います。改めて、都合の方は

よろしいでしょうか？ 

各委員  ：はい。 

岩原教育長：開催時間については、午前１０時から１２時までを予定しておりまして、その

中で定例教育委員会と総合教育会議をそれぞれ実施することといたします。 

それから、その次の、第１２回定例教育委員会につきましては、１２月２０日

（火）を予定しております。来月、再度確認したいと思いますが、日程を予定

しておいてください。 

よろしいでしょうか？ 

各委員  ：はい。 

 

岩原教育長：それでは、以上をもちまして、本日の会議「令和４年第１０回定例教育委員会」

を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 上記会議の次第は、書記の記載したものであるが、その内容は正確であ

ることを証するため、ここに署名する。 

 

         弟子屈町教育委員会 教育長 岩原 勝行 

          

         弟子屈町教育委員会 委 員 吉田 一徳 



 


